
鳥取県訓令第９号

鳥取県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成22年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令

第１条 鳥取県職員安全衛生管理規程（昭和56年鳥取県訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下

線が引かれた部分（追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の 第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１) 略 (１) 略

(２) 本庁 鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県 (２) 本庁 鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県

規則第13号。以下「組織規則」という。）第２条 規則第13号。以下「組織規則」という。）第２条

第２項に規定する本庁（総務部東京本部、総務部 第２項に規定する本庁（総務部行財政改革局自治

関西本部、総務部名古屋本部、総務部行財政改革 研修所、生活環境部衛生環境研究所、生活環境部

局職員人材開発センター、生活環境部衛生環境研 砂丘事務所、生活環境部くらしの安心局消費生活

究所、生活環境部砂丘事務所、生活環境部くらし センター、農林水産部農業大学校、農林水産部農

の安心局消費生活センター、農林水産部農業大学 林総合研究所企画総務部、農林水産部農林総合研

校、農林水産部農林総合研究所企画総務部、農林 究所農業試験場、農林水産部農林総合研究所園芸

水産部農林総合研究所農業試験場、農林水産部農 試験場、農林水産部農林総合研究所畜産試験場、

林総合研究所園芸試験場、農林水産部農林総合研 農林水産部農林総合研究所中小家畜試験場及び農

究所畜産試験場、農林水産部農林総合研究所中小 林水産部農林総合研究所林業試験場を除く。）、

家畜試験場及び農林水産部農林総合研究所林業試 鳥取県行政組織条例（平成６年鳥取県条例第５

験場を除く。）、鳥取県行政組織条例（平成６年 号）第14条第１項の規定により設置された会計管

鳥取県条例第５号）第15条第１項の規定により設 理者及び労働委員会事務局をいう。

置された会計管理者及び労働委員会事務局をい

う。

(３) 略 (３) 略

(４) 地方機関等 地方機関、総務部東京本部、総 (４) 地方機関等 地方機関、総務部行財政改革局

務部関西本部、総務部名古屋本部、総務部行財政 自治研修所、生活環境部衛生環境研究所、生活環

改革局職員人材開発センター、生活環境部衛生環 境部砂丘事務所、生活環境部くらしの安心局消費

境研究所、生活環境部砂丘事務所、生活環境部く 生活センター、農林水産部農業大学校、農林水産

らしの安心局消費生活センター、農林水産部農業 部農林総合研究所企画総務部、農林水産部農林総

大学校、農林水産部農林総合研究所企画総務部、 合研究所農業試験場、農林水産部農林総合研究所

農林水産部農林総合研究所農業試験場、農林水産 園芸試験場、農林水産部農林総合研究所畜産試験



部農林総合研究所園芸試験場、農林水産部農林総 場、農林水産部農林総合研究所中小家畜試験場及

合研究所畜産試験場、農林水産部農林総合研究所 び農林水産部農林総合研究所林業試験場をいう。

中小家畜試験場及び農林水産部農林総合研究所林

業試験場をいう。

(５) 略 (５) 略

（衛生管理者） （衛生管理者）

第７条 略 第７条 略

２ 衛生管理者は、本庁にあっては行財政改革局福利 ２ 衛生管理者は、本庁にあっては行財政改革局福利

厚生課長（以下「福利厚生課長」という。）が本庁 厚生室長（以下「福利厚生室長」という。）が本庁

の職員のうちから指名した者を、地方機関等にあっ の職員のうちから指名した者を、地方機関等にあっ

ては当該地方機関等の長が所属職員のうちから指名 ては当該地方機関等の長が所属職員のうちから指名

した者をもって充てる。 した者をもって充てる。

３及び４ 略 ３及び４ 略

（総括安全衛生管理者等の代表者） （総括安全衛生管理者等の代表者）

第８条 略 第８条 略

２ 総括管理者等の代理者は、本庁にあっては福利厚 ２ 総括管理者等の代理者は、本庁にあっては福利厚

生課長が本庁の職員のうちから指名した者を、地方 生室長が本庁の職員のうちから指名した者を、地方

機関等にあっては当該地方機関等の長が所属職員の 機関等にあっては当該地方機関等の長が所属職員の

うちから指名した者をもって充てる。 うちから指名した者をもって充てる。

３ 略 ３ 略

（産業医） （産業医）

第９条 略 第９条 略

２ 産業医は、福利厚生課長が指名した者をもって充 ２ 産業医は、福利厚生室長が指名した者をもって充

てる。 てる。

３ 略 ３ 略

４ 前項の代理者は、福利厚生課長が指名した者をも ４ 前項の代理者は、福利厚生室長が指名した者をも

って充てる。 って充てる。

（作業主任者） （作業主任者）

第10条 略 第10条 略

２ 作業主任者は、本庁にあっては福利厚生課長が本 ２ 作業主任者は、本庁にあっては福利厚生室長が本

庁の職員のうちから指名した者を、地方機関等にあ 庁の職員のうちから指名した者を、地方機関等にあ

っては当該地方機関等の長が所属職員のうちから指 っては当該地方機関等の長が所属職員のうちから指

名した者をもって充てる。 名した者をもって充てる。

（総合委員会の組織） （総合委員会の組織）

第12条 略 第12条 略

２ 略 ２ 略

３ 会長は総務部長の職にある者を、健康管理責任者 ３ 会長は総務部長の職にある者を、健康管理責任者

は福利厚生課長の職にある者を、施設管理責任者は は福利厚生室長の職にある者を、施設管理責任者は

営繕課長の職にある者を、その他の委員は会長が職 総務課長の職にある者を、その他の委員は会長が職

員のうちから指名した者をもって充てる。この場合 員のうちから指名した者をもって充てる。この場合



において、会長は、委員の半数は職員団体の推薦を において、会長は、委員の半数は職員団体の推薦を

受けた者から指名するものとする。 受けた者から指名するものとする。

４ 略 ４ 略

（職域委員会） （職域委員会）

第15条 略 第15条 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

４ 第12条第１項、第３項及び第４項、第13条並びに ４ 第12条第１項、第３項及び第４項、第13条並びに

前条の規定は、第１項の衛生委員会及び前２項の安 前条の規定は、第１項の衛生委員会及び前２項の安

全衛生委員会について準用する。この場合におい 全衛生委員会について準用する。この場合におい

て、第12条第１項中「12人」とあるのは「10人」 て、第12条第１項中「12人」とあるのは「10人」

と、同条第３項中「総務部長の職にある者を、健康 と、同条第３項中「総務部長の職にある者を、健康

管理責任者は福利厚生課長の職にある者を、施設管 管理責任者は福利厚生室長の職にある者を、施設管

理責任者は営繕課長の職にある者を、その他の」と 理責任者は総務課長の職にある者を、その他の」と

あるのは、「福利厚生課長又は地方機関等の長 あるのは、「福利厚生室長又は地方機関等の長

を、」と読み替えるものとする。 を、」と読み替えるものとする。

（健康診断の種類及び対象職員） （健康診断の種類及び対象職員）

第16条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げ 第16条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げ

る健康診断を当該各号に定める職員を対象として行 る健康診断を当該各号に定める職員を対象として行

う。 う。

(１) 定期健康診断 すべての職員 (１) 定期健康診断 すべての職員

(２) 特定業務従事者健康診断 人の健康に害を及 (２) 特定業務従事者健康診断 人の健康に害を及

ぼすおそれのある業務として福利厚生課長が指定 ぼすおそれのある業務として福利厚生室長が指定

するものに常時従事する職員 するものに常時従事する職員

(３) 略 (３) 略

(４) 特別健康診断 伝染病疾患の流行その他知事 (４) 特別健康診断 伝染病疾患の流行その他知事

が必要と認める事由がある場合にその都度福利厚 が必要と認める事由がある場合にその都度福利厚

生課長が指名する職員 生室長が指名する職員

２ 略 ２ 略

(健康診断の実施の周知等) (健康診断の実施の周知等)

第18条 福利厚生課長は、健康診断の実施期日及び実 第18条 福利厚生室長は、健康診断の実施期日及び実

施場所を定めたときは、その旨を職員に周知させる 施場所を定めたときは、その旨を職員に周知させる

ものとする。 ものとする。

２ 略 ２ 略

（健康診断を受けなかった者） （健康診断を受けなかった者）

第20条 疾病その他やむを得ない事由のため健康診断 第20条 疾病その他やむを得ない事由のため健康診断

を受けなかった者は、その事由の消滅後遅滞なく当 を受けなかった者は、その事由の消滅後遅滞なく当

該健康診断に相当する健康診断を受け、医師の診断 該健康診断に相当する健康診断を受け、医師の診断

書その他その結果を証明する書面を福利厚生課長に 書その他その結果を証明する書面を福利厚生室長に

提出しなければならない。 提出しなければならない。

（他で受けた健康診断） （他で受けた健康診断）



第21条 健康診断を受けるべき者が、当該健康診断に 第21条 健康診断を受けるべき者が、当該健康診断に

相当する健康診断を受け、当該年度内に医師の診断 相当する健康診断を受け、当該年度内に医師の診断

書その他その結果を証明する書面を福利厚生課長に 書その他その結果を証明する書面を福利厚生室長に

提出したときは、当該健康診断を受けたものとみな 提出したときは、当該健康診断を受けたものとみな

す。 す。

（健康診断の結果等の通知等） （健康診断の結果の通知）

第22条 福利厚生課長は、健康診断を実施したとき 第22条 福利厚生室長は、健康診断を実施したとき

は、その結果を当該職員に通知しなければならな は、その結果を当該職員に通知しなければならな

い。 い。

２ 産業医は、健康診断の結果、再検査又は精密検査

が必要であると認めたときは、紹介状（様式第１

号）を作成し、当該職員を通じてその主治医に対し

交付しなければならない。

（健康診断の結果の記録） （健康診断の結果の記録）

第23条 福利厚生課長は、健康診断の結果の記録を作 第23条 福利厚生室長は、健康診断の結果の記録を作

成し、これを５年間保存しなければならない。 成し、これを５年間保存しなければならない。

（健康管理区分の変更の申請） （健康管理区分の変更の申請）

第27条 略 第27条 略

２ 前項の規定により健康管理区分の変更を申請しよ ２ 前項の規定により健康管理区分の変更を申請しよ

うとする職員は、傷病状況報告書（健康管理区分変 うとする職員は、別に定める申請書を所属長に提出

更申請書）（様式第２号）を所属長に提出しなけれ しなければならない。

ばならない。

３ 所属長は、前項の申請書の提出を受けたときは、 ３ 所属長は、前項の申請書の提出を受けたときは、

当該申請内容について産業医の意見を聴き、その内 当該申請内容について産業医の意見を聴き、その内

容を記載した書面とともに、職員の状況報告書（様 容を記載した書面とともに、総務部長が別に定める

式第３号）を添えて、これを総務部長に送付しなけ 報告書を添えて、これを総務部長に送付しなければ

ればならない。 ならない。

（所属職員の健康状況の報告） （所属職員の健康状況の報告）

第28条 所属長は、所属職員の健康管理区分を変更す 第28条 所属長は、所属職員の健康管理区分を変更す

る必要があると認める場合は、当該職員の健康状況 る必要があると認める場合は、当該職員の健康状況

を職員の状況報告書（様式第４号）により総務部長 を総務部長が別に定める報告書により総務部長に報

に報告するものとする。 告するものとする。

２ 略 ２ 略

３ 所属長は、第１項の規定にかかわらず、職員が負 ３ 所属長は、第１項の規定にかかわらず、職員が負

傷又は疾病により引き続き１月以上勤務を欠く場合 傷又は疾病により引き続き１月以上勤務を欠く場合

には、当該職員の健康状況について、職員の状況報 には、当該職員の健康状況について、総務部長が別

告書（様式第４号）により総務部長に報告しなけれ に定める報告書により総務部長に報告しなければな

ばならない。この場合において、勤務を欠く理由が らない。この場合において、勤務を欠く理由が職員

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥 の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県

取県条例第35号）第15条に規定する病気休暇（以下 条例第35号）第15条に規定する病気休暇（以下「病

「病気休暇」という。）であるときは、当該職員か 気休暇」という。）であるときは、当該職員から提



ら提出された診断書の写しを添付しなければならな 出された診断書の写しを添付しなければならない。

い。

４ 略 ４ 略

（経過の報告） （経過の報告）

第30条 略 第30条 略

２ 前項の規定により傷病の経過を報告しようとする ２ 前項の規定により傷病の経過を報告しようとする

職員は、傷病状況報告書（様式第２号）を所属長に 職員は、総務部長が別に定める報告書を所属長に提

提出しなければならない。 出しなければならない。

３ 所属長は、前項の報告書の提出を受けたときは、 ３ 所属長は、前項の報告書の提出を受けたときは、

当該申請内容について産業医の意見を聴き、その内 当該申請内容について産業医の意見を聴き、その内

容を記載した書面とともに、職員の状況報告書（様 容を記載した書面とともに、総務部長が別に定める

式第３号）を添えて、これを総務部長に送付しなけ 報告書を添えて、これを総務部長に送付しなければ

ればならない。 ならない。

４及び５ 略 ４及び５ 略

第２条 鳥取県職員安全衛生管理規程の一部を次のように改正する。

別表の次に次の４様式を加える。

様式第１号（第22条関係）

紹 介 状

主治医 様

産業医 印

本状持参の職員について、

定期健康診断（人間ドック）

特定業務従事者健康診断（深夜・結核・血液・家畜・有機・特定化学・放射線・高気圧・給食・

船員）

の結果、要再検査・要精密検査指示項目が判明しましたので、該当項目について御診断いただきます

ようお願いします。

（項目： ）

なお、お手数ですが、診断結果及び勤務面・医療面に関する御意見を記入の上、本人にお渡しくだ

さるよう併せてお願いします。

診断書

氏名 生年月日 年 月 日生（ 歳）

病名

検査結果

検査日 検査項目 検査結果



所見

主治医の意見（該当するものに○印又は数字を記入し、その他の欄は具体的に記入してくださ

い。）

勤務面 １ 休養を要する。（休養期間： ）

２ 勤務に制限を要する。（制限内容： ）

３ 通常の勤務が可能である。

医療面 １ 治療を要する。

２ 経過観察を要する。

（治療又は経過観察予定機関： 当院 ・ 当院以外）

３ 特になし

その他

上記のとおり診断する。

年 月 日

医療機関名

住 所

氏 名 印

以下は、事務手続上の欄ですので記入の必要はありません。

産業医の意見

次回報告： 年 月

年 月 日 産業医 印

（本人記載欄） 所属名（ ） 職員コード（ ）

様式第２号（第27条、第30条関係）

傷病状況報告書（健康管理区分変更申請書）

職 氏名 様

所 属 名

職 ・ 氏 名 印

職員コード

生年月日・性別 年 月 日生（ 歳） 男・女



勤 務 面 休養・制限勤務（制限内容： ）・通常勤務

現在の健康管理区 医 療 面 要治療・要観察・健康

分 適用年月日 年 月 日

次回報告指示期間 年 月

私の傷病状況は、下記診断書のとおりですので（報告・区分変更申請）します。

診断書

傷病名

現 症

経過及び治療・検査等の内容（具体的に記入してください。）

主治医の意見

勤務面 １ 休養を要する。（休養期間： ）

２ 勤務に制限を要する。（制限内容： ）

３ 通常の勤務が可能である。

医療面 １ 治療を要する。

２ 経過観察を要する。

３ 特になし

その他 復職の可・否

上記のとおり診断する。

年 月 日 医療機関名

住 所

氏 名 印

産業医の意見

次回報告： 年 月

年 月 日 産業医 印

様式第３号（第27条、第30条関係）

職員の状況報告書

職 氏名 様

下記のとおり職員に係る状況を報告します。



年 月 日

所属長 印

記

職名 職員コード

氏 名

生年月日・性別 年 月 日生（ 歳） 男・女

勤 務 面 休養・制限勤務（制限内容： ）・通常勤務

現在の健康管理区 医 療 面 要治療・要観察・健康

分 適用年月日 年 月 日

次回報告指示期間 年 月

担当職務の内容

主な業務及び

責任の度合、

業務の軽重等

傷病発生以来の勤

務状況

所属長の意見・所

属での対応策

その他参考となる

事項

様式第４号（第28条関係）

職員の状況報告書

職 氏名 様

下記のとおり職員に係る状況を報告します。

年 月 日

所属長 印

記

職名 職員コード

氏 名

生年月日・性別 年 月 日生（ 歳） 男・女



勤 務 面 休養・制限勤務（制限内容： ）・通常勤務

現在の健康管理区 医 療 面 要治療・要観察・健康

分 適用年月日 年 月 日

次回報告指示期間 年 月

傷病名

休暇取得状況

担当職務の内容

症状発生以来の勤

務状況

所属長の意見

その他参考となる

事項

附 則

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。




